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北本市議会 令和５年９月定例会 概要報告 

【一般質問編】 北本市議会議員 桜井すぐる 
 

件名１ 安心安全な生活環境を守るための取組 

Ｑ．雑草が繁茂するなど管理不善状態の空き地について、

北本市空き地環境保全に関する条例では、市は所有者

又は管理者に対して適切に維持管理するよう指導、助言、

勧告、命令ができることとなっている。実際にはどのよう

に対応しているか。また、行政指導の実績は。 

Ａ．住民からの相談があった場合は現地確認、所有者調査、

口頭・文書による適正管理の依頼を行っている。行政指

導件数はＲ元・４６件、Ｒ２・４０件、Ｒ３・３３件、Ｒ４・２８件。 

（要望）対応を強化するため、雑草に加えて灌木（低木）を

対象に加えたり、市による代執行ができるようにするなど

の条例改正を検討していただきたい。 

Ｑ．所有者が、遠隔地にいる、高齢であるなど、自身で草刈

りをすることが困難な場合には、所有者に代わって草刈

りをする『雑草等除去委託制度（有料）』が本市にはあ

る。草刈りだけでなく、樹木の剪定も委託できないか。 

Ａ．現状では面積当たりで単価を設定しているため、樹木

剪定の委託は困難である。市内の業者等を案内したい。 

（要望）制度を見直し、利便性の向上を図ってください。 

Ｑ．民法が改正され、隣地から竹木が越境している場合に、

越境された側の人でも簡易な手続きで伐採できるように

なったが、手続きの詳細が示されておらず、実際にはどう

したらよいかわからない。伐採に必要な具体的な手続き

を明らかにした上で、市民に周知すべきではないか。 

Ａ．現状では国からガイドラインが示されておらず、周知が

難しい。詳細がわかり次第、周知する。 

（要望）待っていても国からガイドラインは示されない。市長

会などを通じて県や国に働きかけていただきたい。 

件名２ 子どもの権利に関する条例の取組状況 

Ｑ．子どもの権利相談窓口への相談の状況は。 

Ａ．昨年１０月から今年７月末までで延べ５６件の相談があ

った（新規２１件、継続３５件）。相談方法は、電話２０件、

面談２１件、手紙３件、相談フォーム１２件。相談者は、本人

８件、保護者２８件、その他２０件。内容は、いじめ、子育て

の悩み、交友関係、教職員の指導など。 

Ｑ．子どもの権利の普及啓発の状況は。 

Ａ．子どもの権利相談については、小学校低学年向け、高学

年向け、中学・高校生向け、一般向けの４種のパンフレッ

トを作成。「４つの子どもの権利」と相談窓口を周知する

ため、クリアファイルを作成し、パンフレットとともに市内小

中学校と北本高校の全児童生徒に配布した。また、市役

所窓口や公共施設、学習塾、スーパーマーケットにポスタ

ー掲示した。子ども家庭総合支援会議や要保護児童対

策地域協議会などでも研修会を行い、関係機関に周知

を図った。広報きたもと９月号でも案内している。 

Ｑ．子どもの権利行動計画は現在策定中だが、どのように

子どもの意見を聴いていくか。 

Ａ．策定に当たり小４～高３まで１６５０人を対象に市民意識

調査を実施した。１１月にはパブリックコメントも実施する。 

（要望）子どもが意見しやすいように工夫をしてほしい。 

件名３ 在留外国人人口の増加について 

Ｑ．在留外国人の国籍別人口の推移は 

Ａ．以下のとおり（各１２月３１日時点） 

区分 Ｈ２８末 Ｒ２末 Ｒ３末 Ｒ４末 

総数 ４２０人 ６４５人 ６４１人 ７９２人 

ベトナム ２２人 １４５人 １５７人 ２３５人 

中国 １３３人 １４７人 １４５人 １７６人 

フィリピン ７８人 ８４人 ８２人 ８７人 

韓国 ５２人 ６２人 ６０人 ６１人 

その他 １３５人 ２０７人 １９７人 ２３３人 

Ｑ．外国人への対応の状況は。 

Ａ．ごみが正しく分別されず収集されなかったケースがあっ

たので、外国語版の案内や看板を作成した。今のところ

市の窓口では大きな問題は生じていない。市民生活に影

響が生じないよう、適切に対応してまいりたい。 

Ｑ．小・中学校における対応の状況は。 

Ａ．小学校に１６名、中学校の３名の外国籍の児童生徒がい

る。学習用タブレットで翻訳機能のあるアプリなどを活用

するほか、日本語、英語、ジェスチャーなどでコミュニケー

ション支援を図っている。 

Ｑ．子どもや先生のサポートが必要ではないか。 

Ａ．ボランティアスタッフの募集を行うなど、対応を進めてい

るが、近隣では日本語指導教員や会計年度任用職員を

配置し、サポートしている市町もある。安心して学習でき

る環境整備に努めたい。 

 

一般質問で説明に使用した資料は 

私のホームページで公開しています。 


